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RoHｓ指令とは 

 

RoHs 指令とは、ＥＵ加盟国へ指定された６化学物質を輸入時に持込むことを規制した

ものであります。また、ＷＥＥＥ指令と言うものもあります。ＷＥＥＥ指令とは、廃電気・電

子機器を予防（削減）するため、最終処分量を減らすことを目標に電気・電子機器の再

使用、構成部品などの再生、リサイクルを推進する要求になっています。よって、ＥＵ加

盟国内に指定された６化学物質を削減して行くシステムを独自に進めています。 

６化学物質 鉛 ・ 水銀 ・ カドミウム ・ 六価クロム 

ＰＢＢ（ポリ臭化ビフェニール） ・ＰＢＤＥ（ポリ臭化ジフェニルエーテル） 

 

ＲｏＨｓ指令の目的： 輸入時に持ち込みを規制します。 

ＷＥＥＥ指令の目的：  リユース・リサイクルで最終処分量を減らします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協和石油ルブリカンツ㈱では、６化学物質の含有調査に対して迅速な対応で企業

間取引（ＢtoＢ）が円滑に出来ます様にサポートしております。 

ご不明な点など御座いましたらお問合せ下さいませ。 

協和石油ルブリカンツ㈱ 本社 電話０４５－９４１－８８８８ 

RoHs 指令は、2006 年 7 月 1 日に

地球環境と人の健康を守るため

に施行されました。 


